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(３６) 社会福祉施設 

提案基準３６「社会福祉施設」 

 

 社会福祉施設で、次に掲げる要件に該当し、やむを得ないと認められるものについては、法第

３４条第１４号又は令第３６条第１項第３号ホの規定により開発審査会に附議することとする。 

 

１ 社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設又

は更生保護事業法(平成７年法律第８６号)第２条第１項に規定する更生保護事業の用に供す

る施設(以下「社会福祉施設」という。)であること。 

 

２ 設置及び運営について、当該社会福祉施設を所管する部局との協議を了していること。 

 

３ 地元市町村の福祉施策、土地利用計画、環境の保全、周辺地域の状況等に照らし支障がない

旨の当該市町村長の同意があること。 

 

４ 社会福祉施設を立地する理由が、次の各号のいずれかに該当するものであること。 

(１) 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設と当該許可に係る社

会福祉施設のそれぞれがもつ機能が密接に連携し立地又は運営する必要がある場合 

(２) 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合 

(３) 当該施設が提供するサービスの特性から、計画地周辺の優れた自然環境が必要と認めら

れる場合など、計画地周辺の資源、環境等の活用が必要である場合 

(４) 当該施設の立地に関し、当該市町村における社会福祉施設の適正配置などの観点から、

計画地の周辺地域において当該施設と同一の施設が存しないことなどにより、市町村がその

立地を図る必要があるとして積極的に推進している場合 

 

５ 建築計画については、次の各号のすべてに該当すること。 

(１) 施設の配置、内容、規模等が適切であり、建蔽率が６０パーセント以下、容積率が２０

０パーセント以下、高さが原則として１５メートル以下であること。 

(２) 施設の入所定員は、原則として２００人未満であること。 

(３) 周辺地域の景観と調和していると認められるものであること。 

 

６ 原則として自己の業務用であること。また、当該業務を行い得ることが証されるものである

こと。 

 

７ 敷地計画については、必要な駐車スペースが確保され、かつ敷地外周部が適切に緑化されて

いる等周辺の環境に配慮された良好なものであること。 
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＜留意事項＞ 

ア 要件１の規定は、単に事務所としての用に供する等、施設内において福祉的利用がなされな

いものを除く。ただし、病院、診療所又は他の福祉的利用の用に供する施設に併用して立地す

る場合は、この限りでない。 

イ 要件１及び要件２については、当該社会福祉施設を所管する部局の意見書により確認する。 

ウ 要件３及び要件４(４)については、地元市町村長の意見書により確認する。 

エ 要件５(１)のうち、建蔽率、容積率及び高さについては、開発許可の場合には法第４１条第

１項の規定による制限として、法第４２条第１項ただし書許可又は法第４３条第１項の許可の

場合には法第７９条の規定による許可条件として付加する。 

オ 要件５(２)については、必要に応じて当該社会福祉施設を所管する部局の意見書により確認

する。 

【解説P19,P21～P23,P88参照】 

 

 


